
放射線障害防止 法改正 (平成 1 7 年 6 月) に伴う

アイ ソ ト ー プ生物資源学部実験施設 の 対応 に つ い て

黒津俊人 ( 三重大学生命科学研究支援セ ン タ ー 放射線化学 ･ 安全管理学部門)

1 . は じめに

放射線を取扱う者､ 放射線施設 ､ 放射線源 な ど放射線に 関連す る法令は様 々 あるが
,

アイ ソ ト
ー プ生

物資源学部実験施設 (以下当施設) 自体や当施設 を利用す る者が規制を受ける主な法令は放射線関係だ

けでも以下の とお りで ある｡

･ 放射線障害防止法 (原子 力基本法)

【目的】 広く放射線障害を防止 し
,

公共 の安全 を確保 しようとするもの

･ 作業環境測定法 ( 労働基準法)

･ 電離放射線障害防止 規則 ( 労働基準法)

【目的】 も っ ぱら労働者の保護とそ の 地位の 向上 を図る こ とを目的とす るもの

※それぞれ の規制領域にお い て ､ それぞれの 立場か ら放射線障害を防止 しようとす るも の である｡

そ の 中で
､ 今回取り上げる放射線障害防止法は放射性同位元素及び放射性発生装置の 利用 に伴う放射

性障害の防止 の ため の 法令と して原子力基本法を中心 とする法体系 の 中に位置づ けられて お り ､ 放射線

を取扱う上で根幹 をなす重要な法律で ある【1】
｡ また

､ 平成 1 6 年 6 月 2 日に改正 され ､ 平成 1 7 年 6 月 1

日に関係省令が 改正 され施行 された .

2 . 放射線障害防止法改正 の 主な改正点

当施設に特に関係す る改正点を挙げると以下の ように なる｡

1) 規制対象下限値 - の 国際基準の 取り入れ

国際原子 力機関 仙1 E A) などの 国際機関が共同で策定 した ｢ 国際基本安全基準 (B S S) ｣ で提唱され

て い る免除 レ ベ ル を規制対象下限値 ( 下限数量) と して導入 ｡

※免除 レ ベ ル とは ある放射線源 に つ い て放射線防護にか か る規制 の対象と しない こ と ｡ また
､ 免

除の 判断基準となる放射性物質の 放射能及び濃度の こ と ｡

2) 放射線取扱主任者の 定期講習制度の取り入れ

最近 の事故 ･ トラブル は ハ
ー

ド面 ( 施設) よ りもソ フ ト面 ( 人 ･ モ ノ) に起因す るもの が多く ､ 放射

線取扱主任者の 定期講習制度を創設【2】
｡ 当施設の 放射線取扱主任者は選任後 1 年以内

､
そ の 後は 3 年以

内に定期講習を受講 しなければならない ｡

3 . 規制緩和と規制強化

非密封線源に関 して言うと
,
改正前は非密封放射性同位元 素の 物理的半減期 を危険度 の

一

つ の 目安と

して定義数量を 4 つ の群 に区分 ( 国際的な機 関の勧告を考慮) して い た の に対 し､ 改正後は線量基準と

様 々 な被ばく経路を設定 し
, 科学的根拠 に基づ い て核種 ごとに算出 し

､
下限数量を 1 0 段階に 区分 ( 国

際標準を取り入れた) した｡ これ によ り非密封線源 は
一

般的に下限数量が大きく なる ( 規制が緩や かに

な っ た)
一

方で
､ 密封源線は

一

般的に 下限数量が小さく な っ た ( 規制 が厳 しくな っ た) ｡ しか し
､

密封
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線源 に関しては新た に設計認証 ･ 特定設計認証制度を創設 し
､
機器の 利用実態と使用の リ ス ク に応 じた

合理的な規制を行う こ とと した｡

した が っ て放射線の 利用に関 して い えば全体的には規制緩和 の傾向にある と い える ｡

一 方で最近の 事

故 ･ トラブ ル は ソ フ ト面 ( 人 ･ モ ノ) に起因す るも の が多い と い う現状 の 中､ 安全性 の 一

層の 向上が 求

められるようにな っ た ｡ 具体的には事業所 の 自主管理 の 強化や人や放射線源 などソ フ ト面の 管理 強化が

それである｡

4 . 放射線障害予防規程とは

放射線障害予防規程( 以下予防規程と い う) とは放射線障害防止法 2 1 条及び施行規則 2 1 条に基づ き
､

事業所 ごとに それ ぞれ の 実情に合 わせ て管理 内容を作成 し大臣に届け出 る こ とが 義務付 けられ て い る

事業所内部の 管理基準で ある｡

放射線取扱者は ､ 放射線障害防止 法令の 詳細 に つ い ては 必ず しも知 っ て い る必要は ない が
､ 予防規程

の 放射線取扱者が守らなければならない 事項 に つ い て は熟知 して い なければならない 内部基準で ある｡

した が っ て当施設の 対応と しては予防規程を変更 し
,

当施設 の利用者 に周知 ･ 徹底す る こ とで改正 され

た放射線障害防止法を遵守する こ とに なる｡

5 . 予防規程変更の背景

予防規程の 変更は今回の法改正 だけでなく以下の ような理由に よ っ て も変更を行 っ た ｡

･ 平成 1 5 年 4 月 の 学部組織改組 に伴い
､ 本学で放射線を扱 っ て い た アイ ソ ト ー プ三施設 ( 医学部

､

遺伝子 実験施設 ､ 生物資源学部) が生命科学研 究支援セ ン タ ー と なり 同 じ部局となる

･ 平成 1 7 年 4 月 の 国立 大学法人化

･ 平成 1 7 年 6 月 の 放射線障害防止 法の 改正

6 . 予防規程 の整理 と充実

設立 した背景 の違 い から
,
共同利用施設と なり生命科学研究支援セ ン タ

ー とな っ て からも各施設 の 予

防規定を継続 して い た ｡ しか し
､ 様 々 な問題点が 浮かび 上が っ てきた の で ､

これ を機 に三施設で整理で

き ると こ ろを整理 し以下の ように予防規程 の 充実をはか っ た ｡

ア . 放射線取扱主任者の 職務の 明確化

改正前 ( 第 4 条) 改正 後 ( 第 3 条)

主任者は , 放射線障害防止 に 関 し, セ ン タ
ー 長,

生命科学研究支援 セ ン タ
ー 総合 ア イ ソ ト

ー プ分野

長及び本実験施設統括責任者に意見を具申す るも

の とする｡

主任者は , 本実験施設 にお ける放射線障害の 発生

の 防止 に係 る監督に 関 し
, 次 の業務を行う｡

(1) 放射線障害予防規程 の制定及 び改廃 - の参画

(2) 放射線障害防止 上重要な計画作成 - の 参画

(3) 法令に基づく申請, 届出, 報告の 審査

(4) 立入検査等 の 立合い

(5) 異常及 び事故の 原因調査 - の参画

(6) 学長 ,
セ ン タ

ー 長, 生命科学研究支援セ ン タ
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-

総合アイ ソト ー プ分野長及 び本実験施設統括責

任者に対す る意見の 具申

(7) 使用状況等及び施設 , 帳簿, 書類等の 監査

(8) 関係者に対す る助言, 勧告及び指示

(9) 委員会 の 開催 の要求

(1 0) そ の他放射線障害防止 に 関す る必要事項

イ . 放射線取扱主任者の地位 ･ 権限の 強化

改正前 (第 1 2 条) 改正後 (第 1 1 条)

取扱者 が防止 法及び本予防規定等に著 しく違反 し 取扱等業務に従事する者が 著しく法令等, 本予防

た場合は, 当該講座等責任者に連絡 の 上 , 委員会 規程等及び 主任者 の指示 に違反 した場合は , 当該

に諮り, 登録 を取消す こ とができ るo 講座 等責任者に連絡の 上, 委員会に諮 り, 登録を

取消す こ とができ るo

ウ. 放射線取扱主任者の 定期講習制度の 創設

改正前は主任者の 能力 の維持向上 は自発的な研修に の み委ね られて い たが
､ 改正後は事業者が主任者

に定期講習を受講させ る こ とが義務付けられた. (当施設 の場合
､

3 年に 1 度の 受講が必 要)

エ
. 放射線業務従事者の 責任 の明確化

改正 前 (第 5 条) 改正後 (第 4 条)

放射線業務従事者が所属す る講座等 ごと に , 講座

等責任者を置く ｡

講座等責任者は , 放射性同位元素の 安全な取扱い

に つ い て十分な知識及 び経験 を有す る者の う ちか

ら部局等 の長が任命する｡

放射線業務従事者 が所属す る講座等 ごとに , 講座

等責任者を置く ｡

講座等責任者 は, 放射性同位元素の 安全な取扱い

に つ い て十分 な知識及 び経験 を有す る者の うちか

ら選任す る｡

講座等責任者 は, 主任者の 指示 に より, 放射性 同

位元素 の 取扱い
, 帳簿の 記録等 に関す るす べ て を

掌握 し, 所属講座等 の利 用者を直接に指導, 監督

するもの とす る｡

オ . 放射性 同位元素 の受入及び払出

今ま で 以 上 に モ ノ の流れ を明らか にす るた め放射性同位元素等の 受入 ･ 払 出を明確 に した ｡

新設 ( 第 1 4 条)

放射性 同位元素等の 受入れ , 払出 しは確実に行 い
, そ の所在が不明とならない ようにす る｡

放射性同位元素等の 受入 れ を行お うとす る者 は, あらか じめ放射性 同位元 素等受入書に必 要事項 を記入

し, 主任者の承認を受 けなけれ ばならない ｡ 主任者は当該受入れが適当と認 めた ときは これ を承認する
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もの とする｡

放射性 同位元素等の払 出しを行おうとす る者は , あらか じめ放射性 同位元素等払 出書に必要事項 を記入

し, 主任者 の承認 を受けなければならない
｡ 主任者 は当該払出 しが適当と認 めたとき は これ を承認す る

もの とする｡

7 . 今後の課題

放射線障害防止 法改正 によ る規制対象下限値の 変更に より ､ 管理区域外で の アイ ソ ト
ー プの使用が可

能にな っ た こ と などを受 けて現在､ 研究分野で放射線の利用が減少傾 向に ある中で利用者の拡大が見込

まれ る｡ 例えば微量の R I 標識された検体を電子顕微鏡や放射線施設に設置 して い ない 大型機器等で解

析 ､
研究でき るようにな っ た ｡

しか し当施設で は予防規程の 中の 『放射性 同位元素を使用す る場合は
､ 本実験施設内で行うこ と ｡』

の 条文を継続 し
､ 管理 区域外で の使用を認 めて い ない ( 見合わせ た) ｡ そ の理由と して以下の こ とが 挙

げられる ｡

1) 管理 区域外で の数量の 管理 が難 し い

管理区域外で あ っ て も文部科学省 の許可 を得た使用 の 目的 ･ 方法 ･ 場所 の範囲内で行われなければな

ら い ｡ つ まり自由勝手気まま に使用 して 良いと いうもの では ない ｡

2) 管理区域外使用者 - の 教育 ･ 訓練 の徹底が難 し い

管理 区域外で放射線の 取扱い に従事する者 の健康診断
,
放射線の 量の 測定は課されない が

､ 教育 ･ 訓

練を受ける必要が ある｡ しか し放射線取扱者 と して教育 ･ 訓練を受 けて い ない者 の使用が ある の で はな

い か ｡

3) 非 R I 使用者 - の配慮

同 じ研究室 ･ 実験室で R I を使用 しない者や実験室 に出入 りする者の 安全は ど の ように確保す べ きか｡

また地域にお ける大学の安全管理お よび環境保全の 立場 をどう考える べ きか｡

4) 排水 ･ 排気を含む 汚染された物の 廃棄問題

液体 ･ 気体廃棄物は廃棄の 基準は適用されない が
､ 固体廃棄物 ( ゴ ム 手袋 ･ 白衣 ･ 針 など) は廃棄の

基準は適用され管理 区域内に持ち帰らなけれ ばならない ｡ つ まり使用者が勝手に廃棄する こ とは できな

い ｡ R I 使用者が法令を遵守 して い る確認 をど の ようにとればい い の か
｡

こ の ように当施設では安全管理 の た めにク リア しなければならない課題が 山積 してお り ､ 下限数量以

下の 管理区域外で の アイ ソ ト ー プ の使用は時期尚早と判断 し見合わせ た ｡

8 . お わりに

放射線利用者を増やすため にも規制緩和 の 流れ に逆ら っ て今の 状態 を続 ける べ き で は なく他大学 ､ 他

機関の状況を見極め ､ 先般の 諸問題を解決 し当施設独自の 人 ･ モ ノ ( R I) の 管理 が必要 と考えて い る｡

9 . 参考文献

【1】 放射線取扱者の た め の 法令の話 ( 改訂版) 社団法人 日本アイ ソ ト
ー プ協会

【2】 放射線障害防止 法及び 関係政省令等 の 改正 の 内容 文部科学省原子力安全課 ( 平成 1 7 年 5 月)

- 2 0 -


